
 

令和４年度 第２回（第 12期第３回）八尾市環境審議会 会議録 

 

〇日   時 令和４年 12月 15日（木）午後５時 ～ 午後６時 

 

〇場   所 Zoomによるリモート会議及び書面での開催 

 

〇出 席 委 員 曽和委員、花田委員、梶井委員、西村委員、平栗委員、前迫委員、原委員 

中島委員、竹元委員 

 

〇欠 席 委 員 鍋島委員、原田委員 

 

〇事 務 局 環境保全課高谷課長、京谷課長補佐、新葉係長、巴山副主査、大山副主査 

  （運営支援：中央復建コンサルタンツ株式会社） 

 

〇傍 聴 者 Zoomによるリモート会議のため傍聴者席を設置せずに開催 

 

〇当日次第  

１  報告事項 

（１）第 12期第４回 八尾市環境審議会温暖化対策部会報告（最終報告） 

２  審議事項 

（１）八尾市地球温暖化対策実行計画の見直しについて（答申）（案）について 

３  その他 

 

〇配布資料  

資 料 １ ：第 12期第４回 八尾市環境審議会温暖化対策部会報告（最終報告） 

資 料 ２ ：八尾市地球温暖化対策実行計画案 

参考資料１ ：審議会への出席確認及び審議事項に対するご意見提出用紙 

 

 

  



 

〇議事の概要及び発言の趣旨 

 

１ 報告事項 

（１）第 12期第４回 八尾市環境審議会温暖化対策部会報告（最終報告） 

資料１を説明。 

＜意見等＞ 

委   員  温暖化対策部会は令和３年度から令和４年度にかけて、４回

開催している。本会においては、主に令和４年度第１回環境審議

会にて委員からいただいた意見を元に修正を行い、第４回温暖

化部会にて審議を行った計画案について報告する。 

温室効果ガスの排出量削減目標については、実現性を持たせ

るための施策や取組指標の設定を行った。計画全体としては、市

民や事業者にとってわかりやすい表現を心がけている。また、

様々な主体が参画しているゼロカーボンシティやお推進協議会

を運営することで、計画の実効性を担保するという点を意識し

つつ計画案をまとめている。 

 

会   長  図表が多くて分かりやすく、計画を実効性あるものにする上

で良いと考える。委員から書面での意見は受け取っているか。 

 

事 務 局  資料１について、書面での意見は受け取っていない。 

 

２ 審議事項 

（１）八尾市地球温暖化対策実行計画の見直しについて（答申）（案）について 

 資料２を説明。 

＜意見等＞ 

委   員  ２点意見させていただきたい。資料２の 15ページの将来像の

イメージ図について、文字だけではなくイラストにページを割

いており、直感的にわかりやすいと感じた。一方で、図中に挙げ

られているキーワードの中で「エシカル消費」、「コンポスト」

については、分かりにくいため解説を入れると良いと考える。 

  また、資料２の 48ページに示されている基本施策３の取組の



 

筆頭に「まちの緑化」が挙げられているが、八尾市の市民憲章の

３項目「みどりのまちをつくりましょう。」に合致しており良い

と考える。他の地域では、プランター設置等の緑化に対する助成

があるほか、八尾市においても記念樹の提供、助成などの緑化推

進のための助成制度がある。緑化のみならず他の施策に関して

も、大阪府や八尾市においては助成制度が存在すると考えるた

め、それらを整理して一覧表でまとめることで、ゼロカーボンに

向けた施策の推進が加速すると考える。 

 

事 務 局  将来像のイメージ図中の「エシカル消費」、「コンポスト」等

のキーワードについては、分かりやすい解説を記載していくが、

本編に示すか資料編の用語解説に示すかは検討したい。パブリ

ックコメント実施までに、全体的な文章の校正も含めて検討を

進める。 

助成制度の一覧についてはわかりやすくまとめることができ

るか、今後検討する。なお、現在検討している助成制度として、

太陽光発電パネルの設置に関するものを考えている。 

 

委   員  ２点意見させていただきたい。資料２の 15ページの将来像の

イメージ図について、解説文に「ニッポンバラタナゴが『泳ぎ』、」

とあるが、ため池等の自然環境の中で生息していることが重要

と考えるため、「生息しており」や「棲んでおり」という表現が

適切と考える。 

  また、資料２の 15ページの将来像のイメージ図について、キ

ーワード「森林整備ボランティア」の周辺に示されている樹木の

イラストが人工林を連想させるデザインになっている。ニッポ

ンバラタナゴが生息するような自然環境においては、落葉広葉

樹林等の里山林のイラストが適切と考える。さらに、人のイラス

トが示されているが、自然・まちと人とのかかわりが分かるよう

なデザインになるように工夫いただきたい。 

 

事 務 局  将来像のイメージ図については、わかりやすさを考慮してピ



 

クトグラム的なデザインにしているが、一方で堅い印象もある

と考えているため、わかりやすさと見た目のやわらかさを両立

して追求していきたいと考えている。 

  ニッポンバラタナゴの生息の表記に関しては修正し、森林の

イラスト、人のにぎわいのイラストに関しては実際のイメージ

に近づくように、最終版の完成に間に合うように検討していき

たいと考えている。 

 

会   長  本件について、委員から書面での意見は受け取っているか。 

 

事 務 局  １件受け取っている。資料２のコラムについて、出典が一部明

記されていないため、出典を明記すべきものについては、明記す

るよう整理をしていただきたいとの内容です。 

 

委   員  資料２の 14 ページの 2050 年の将来像について、「まちづく

り」の項目の中に「水辺環境・公園・緑地の整備」とあるが、水

辺環境と森林環境は結び付きの強いものであるため、「水辺と森

林環境」のように、水辺だけでなく森林に関しても記述していた

だきたい。また、自然の中の水辺・森林と都市の中の公園・緑地

では、生態系も異なるため、自然生態系を含む森林に関しても記

述があると良いと考える。 

 

事 務 局  計画案の基本施策３「地域環境の整備」や「気候変動に対する

適応策」に関連する内容と考えており、その取組の中では、里山

の保全や森林整備について記載しているため、それらを踏まえ

て修正を行う。 

 

会   長  計画案については、本会での意見を踏まえて、事務局が今後文

章やイラスト等の微修正を行っていくことになるが、内容に関

する意見があれば今後も受け付ける方向である。意見の収集に

関して、今後のスケジュールを確認させていただきたい。 

 



 

事 務 局  １月に実施するパブリックコメントでの意見を踏まえた修正

に加えて、文章や図表の微修正も行う予定であり、最終的な計画

については、令和５年３月の市議会にて報告をした後、次回の環

境審議会にて最終的な計画をお示しする。 

 

会   長  今後、計画案について重大な修正点が発生した場合は再度委

員の皆様に相談差し上げたいが、軽微な修正内容の了承につい

ては、会長の方に一任させていただきたい。 

  他に意見がないため、計画案については、軽微な修正内容につ

いては会長に一任するという条件付きで、本会にて了承したと

する。 

 

３ その他 

＜意見等＞ 

事 務 局  本会の意見を受けて答申を作成し、会長にご相談の上、令和５

年１月４日よりパブリックコメントを実施する。第３回環境審

議会は、八尾市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）について

の改正内容の最終報告と八尾市環境総合計画の進捗状況につい

ての報告を行う。日程に関しては改めてご案内する。 

 


